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井の口川　不法係留船対策に係る全体計画(案)
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不法係留防止についての広報（市広報紙など）

警告看板の設置・船舶所有者への指導文書の送付（市内在住者には臨戸指導も検

港湾計画改訂

放置禁止物件指定 ＜河川法施行令第16条の4＞

放置等禁止区域指定＜港湾法第37条の11＞

河口部 河川改修工事

○行政代執行（船舶）（一時施設・河口部）

・関係者の意向、ニーズ調査

・運営方法や整備費検討

・係留施設の構想協議

〇移動しない船舶・工作物の代執行（河口部）

工事の支障となる船舶の移動啓発

井の口川河口部水面利用検討会（仮称）設立、各論点について関係メンバーで協議を実施

〇使用されていない不法工作物の撤去

＜議論内容＞

・一時係留施設の確保、運営方法（整備場所、目的、規模、料金設定など）

・恒久的係留施設整備の必要性、あり方を検討

・不法係留船の移動や撤去に関する手続き

資料７

・整備、

運用

一時係留施設の検討事項

・場所

・施設の内容

・施設の整備

・管理・運用方法

・料金など

恒久施設等への船移動

●不法係留船対策に係る計画策定


